
NPO法人日本ヘッドケアセラビス ト協会

定款

第 1章 総 則

(名 称)

第 1条 この法人は、NPO法人日本ヘッドケアセラピス ト協会 という。

(事務所)

第 2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区六本木 6丁目8-28 宮崎ビル 1階に置
く。

(目  的)

第 3条 この法人は、頭のマッサージを中心としたヘッドケアを通じて、
心身の疲労やス トレス、不眠等に悩む人々が、

本来持つ回復力を取り戻し、健やかに生活できる社会の実現を目的とする。

そのために、ヘッドセラビス トの育成および支援、

地域・福祉・医療 口教育分野と連携したケア活動、

ならびにヘッドケアに関する正しい知識の普及啓発を行い、

年齢や立場、経済状況にかかわらず、

誰もが安心して心身を整えられる環境づくりに寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動

2.社会教育の推進を図る活動

3.まちづくりの推進を図る活動

4.子 どもの健全育成を図る活動

5.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

6.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活

動

(事業の種類)

第 5条 この法人は、第 3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次
の事業を行う。



(1)ヘ ッドケア支援事業

(2)ヘッドケアセラビス ト育成・支援事業

(3)普及啓発・教育事業

(4)その他目的を達成するために必要な事業

2 この法人は、次のその他の事業を行う。

(1)寄附された物品の販売事業

(2)ホームページヘの広告掲載事業

3 前項に掲げる事業は、第 1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その利益

は、第 1項に掲げる事業に充てるものとする。



第 2章 会 員

(種 別)

第 6条 この法人の会員は、次の 2種とし、正会員をもつて特定非営利活動促進法 (以下
『法」という。)上の社員とする。

(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同じ賛助するために入会した個人及び団体

(入 会)
第 7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長
に申し込むものとする。

3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなけれ
ばならない。

4 理事長は、第 2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をも
つて本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第 8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第 9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して 1年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退 会)
第 10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが

できる。

(除 名)

第 11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名するこ

とができる。

(1)この定款に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会

を与えなければならない。

第 3章 役 員



(種別及び定数)

第 12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上 10人以内

(2)監事 1人以上 2人以内
2 理事のうち 1人を理事長とし、 1人以上 2人以内を副理事長とする。

(選任等)

第 13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が

1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3親等以内の親族が役員の総

数の 3分の 1を超えて含まれることになってはならない。

4 法第 20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務)

第 14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、

理事長があらかじめ指名した順序によつて、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この

法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法

令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会

又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べるこ

と。

(任期等)

第 15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の
任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ
なければならない。

(欠員補充)



第 16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の 1を超える者が欠けたときは、遅滞なく
これを補充しなければならない。

(解 任)
第 17条 役員が次の各号の―に該当する場合には、総会の議決により、これを解任するこ

とができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務連反その他役員としてふさわしくない行為があつたとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会

を与えなければならない。

(報酬等)

第 18条 役員は、その総数の 3分の 1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前 2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 4章 会 議

(種 別 )

第 19条 この法人の会議は、総会及び理事会の 2種とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第 20条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)

第 21・条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)会員の除名

(4)事業計画及び予算並びにその変更

(5)事業報告及び決算

(6)役員の選任及び解任

(7)役員の職務及び報酬

(3)入会金及び会費の額

(9)資産の管理の方法

(10)借入金 (その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第 47条にお

いて同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(11)解散における残余財産の帰属



(12)事務局の組織及び運営

(13)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第 22条 通常総会は、毎年 1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の5分の 1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があつ

たとき。

(3)監事が第 14条第 5項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)

第 23条 総会は、前条第 2項第 3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による請求があつたときは、その日か

ら30日 以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は

電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第 24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第 25条 総会は、正会員総数の 2分の 1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決 )

第 26条 総会における議決事項は、第 23条第 3項の規定によつてあらかじめ通知した事項

とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもつて決

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全

員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の

社員総会の決議があったものとみなす。

(総会での表決権等 )

第 27条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を

委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前 2条及び次条第 1項の適用については、総会

に出席したものとみなす。

4 やむを得ない理由により総会の場に来られない正会員は、ネットワーク機器等の接続



によるオンライン会議システム (発言等の情報伝達の双方向性及び即時性が確保されて

いるものに限る。以下同じ。)によつて、総会に出席し、表決することができる。

5 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わるこ
とができない。

(総会の議事録 )

第 28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数 (書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者が

ある場合にあつては、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人 2人が、記名押印又は署

名しなければならない。

3 前 2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示

をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載

した議事録を作成しなければならない。

(1)総会の決議があつたものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数

(4)議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名

(理事会の構成)

第 29条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第 30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第 31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の 2分の 1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の

請求があつたとき。

(理事会の招集)

第 32条 理事会は、理事長が招集する。



2 理事長は、前条第 2号の規定による請求があったときは、その日から 15日以内に理

事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は

電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)

第 33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)

第 34条 理事会における議決事項は、第 32条第 3項の規定によつてあらかじめ通知した事
項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する
ところによる。

(理事会での表決権等)

第 35条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に
ついて書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第 1項の適用については、理事会に
出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ
とができない。

(理事会の議事録)

第 36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな
い。

(1)日 時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面表決者にあっては、その旨を付記するこ

と。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人が記名押
印又は署名しなければならない。

第 5章 資 産

(資産の構成)

第 37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費



(3)寄附金品

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

(6)その他の収益

(資産の区分)

第 38条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関
する責産の 2種とする。

(資産の管理)

第 39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が

別に定める。

第 6章 会 計

(会計の原則)

第 40条 この法人の会計は、法第 27条各号に掲げる原則に従つて行うものとする。

(会計の区分)

第 41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の 2種と
する。

(事業年度)

第 42条 この法人の事業年度は、毎年 4月 1日 に始まり、翌年 3月 31日 に終わる。

(事業計画及び予算)

第 43条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度、理事長が作成し、総会
の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第 44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理

事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を

講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)

第 45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の
追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第 46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書
類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議



決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置 )

第 47条 予算をもつて定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、
又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第 48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の 4分の 3以

上の多数による議決を経、かつ、法第 25条第 3項に規定する事項については、所轄

庁の認証を得なければならない。

2 この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を

除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解 散)

第 49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目 的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第 1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の 4分の 3以上の議

決を経なければならない。

3 第 1項第 2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければな

らない。

(残余財産の帰属)

第 50条  この法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに

残存する財産は、法第 11条第 3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに

譲渡するものとする。

(合 併)
第 51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の 4分の3以上の

議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。



第 8章 公告の方法
(公告の方法)

第 52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行

う。ただし、法第 28条の2第 1項に規定する貸借対照表の公告については、この法

人のホームページにおいて行う。

第 9章 事務局

(事務局の設置 )

第 53条  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

(職員の任免)

第 54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)

第 55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定

める。

第 10章 雑 則

(細 則)

第 56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定

める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

理事長     大野木 宏太

副理事長    越野 博文

副理事長    和田 美里

理 事     川嶋 浩和

理 事     神崎 智子

理 事      宮崎 歩
理 事      島谷 総子 (宮本 総子)

理 事      村橋 哲矢
理 事      森 絵美子

監 事     壽原 友樹



3 この法人の設立当初の役員の任期は、第 15条第 1項の規定にかかわらず、この法人の

成立の日から令和 9年 6月 30日 までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第 42条の規定にかかわらず、この法人の成立の日
から令和 9年 3月 31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第 43条の規定にかかわらず、設立総会の
定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8条の規定にかかわらず、次に掲げる額と
する。

(1)入会金

正会員

正会員

賛助会員

(個人)

(団体)

(個人・団体)

5,0∞ 円

10・ 000円

5=000円 /10,000円

10,0∞ 円

30,0∞円

10,000円 /30,000円

(2)年会費

正会員   (個 人)
正会員   (団 体).

賛助会員 (個人・団体)



書式第 1号 (法第 10条・第 23条関係)

設立・役員変更用

役 員 名 簿 (役員名級 び役員のうち報酬を受ける者の名簿)

N関 法人_日_杢全2ドケアセラピスト協会

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )
□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役名
(どちらかに○)

(フ リガナ)
報酬の有無
(どちらかにO)

役職名等
氏名

1 監事

オオノキ ゙コウタ
有 理事長

大野木 宏太

2 監事理事

コシノ ヒロフミ ⌒

有k無ノ 副理事長
越野 博文

3 監事理事
ワタ
゛
 ミサト ⌒

有k,墨ノ 副理事長
和田 美里

4 監事

カワシマ ヒロカス
゛

 有 理事
川嶋 浩和

5
⌒

c,ジ監事
シマヤサトコ

(ミヤモト サトコ)

 
⌒

有k,盤ノ 理事
島谷 総子
(宮本 総子 )

6 監事理事
ムラハシテツヤ /~ヽ

有k,盤ノ 理事
村橋 哲矢

7 監事
カンサ
゛
キ トモコ

   
 

有 理事
神崎 智子

8 監事理事
ミヤサ
゛
キ アユミ

有 理事
宮崎 歩

9 監事
モリ エミコ

有 理事
森 絵美子

10 理事
スハラ ユウキ /~ヽ

有k:盤ノ 監事
壽原 友樹



書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 8年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人日本ヘッドケアセラビスト」量金

1 事業実施の方針
令和 8年度は東京都港区周辺を主な活動場所として事業を展開する。

地域施設でヘッドケア支援事業を実施しつつ、ヘッドケアセラピスト育成。支援事業を行っていく。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【 400 】千円 )
疋ぶ に記取
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

賞金
対象者
範囲

党盃
対象者
人数

事業費
(千円)

ヘ ッ ドケ ア
支援事業

現代位雲における脳波万
やス トレス、睡眠の質の
低下 とい った課題 に対
し、
薬や医療に頼る前段階の
ケアとして、安心・安全な
ヘッドケアを社会に普及
させ ることを 目的 とす
る。
地域住民や働 く世代等を
対象に、ヘ ッドケア体験
の機会を提供するととも
に 、

ヘッドケアに関する正
い理解を促進 し、心身
健康増進に寄与する。

し
の

令和 8年
4月 1日
～ 令和
9年 3月
31日
(期 間
中、随時
実施)

東京都内
を中心と
した地域
施設、イ
ベン ト会
場等
(必要に
応 じてオ
ンライン
を併用)

5名～10
名

地 域 住
民、働く
世代、高
齢者等

(不特定
多数)

150

ヘッドケアセ
ラ ビス ト育
成・支援事業

ヘ ッ ドケアを泄 う人7
が、安心・安全に活動でき
るよう、
基礎的な知識や倫理観を
重視 した人材育成を行
r)_

毛レビストとしての技術
のみならず、
利用者への配慮や関わり
方、継続的な学びの重要
性を伝えることで、
社会的役割を担う人材の
育成を目指す

令和 8年
4月 1日
～ 令和
9年 3月
31日
(期 間
中、随時
実施)

東京都内
の会場お
.よ
びオン
ライン

3名 ～5
名

ヘッドケ
アに関心
を 持 つ
者、活動
を希望す
る者

(不特定
多数)

100

普及啓発・教
育事業

学雫フリリ晃1塁曇著冒嚢住
′
「〕い マ

´

Wbbサイトや資料等を通
じご情報発信を行う。
正しい情報提供により、
ヘッドケアヘの理解を深
め、
心身の健康に対する意識
向上を図る。

令和 8年
4月 1日
～ 令和
9年 3月
31 日
(期 間
中、随時
実施 )

インター
ネット上
(Web
サイ ト、
SNS等 )

2名 ～4
名

一般市民
(不特定
多数)

150



(2)その他の事業 (事業費の総費用【  200 】千円)
疋訳 に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)

寄附された物
品の販売事業

蔵嬰た撫t黎最堤Zレ学下`その収益を本協会
の非営利活動のために活用する。
販売にあたっては、営利を目的とするもので
はなく、
寄附物品の有効活用および資源の循環を図る
とともに、
得られた収益を社会的ヘッドケア事業や人材
育成事業等に充当する。

令和 8年
4月 1日
～ 令和
9年 3月
31日
(期 間
中、必要
に応じて
実施)

東京都内
の会場、
イベント
会場、ま
たはイン
ターネッ
ト上

2名 ～ 4
名

Ю

ホームページ

事業 
告掲載

貪の描馴起 百に質同す る企栗・ 団体等 を
に、

るホームページ等において広

損なわない内容
に
目
たっては、
よび公共性を

に

の
し
よ
会の
のた

り得られた収益は、
非営利活動の推進および運営基盤の
めに活用づ

‐
る。

令和 8年
4月 1日
～ 令和
9年 3月
31日
(期 間
中、_随時
実施

本協会が
運営する
ホームペ
ージ等

1名 ～3
名

1[“)



書式第 8号 (法第 10条 。第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 9年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人日本ヘツドケアセラビスト」壼金.

1 事業実施の方針
令和 9年度は東京都港区周辺を主な活動場所として事業を展開する。

地域施設でヘッドケア支援事業を実施しつつ、ヘッドケアセラビスト育成・支援事業の発展を行って

いく。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【 700 】千円 )
疋欣に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

ヘ ッ ドケ ア
支援事業

現代位含 における脳波ガ
やストレス、睡眠の質の
低下といった課題に対
し、
薬や医療に頼る前段階の
ケアとして、安心・安全な
ヘッドケアを社会に普及
させることを目的 とす
ス

地域住民や働く世代等を
対象に、ヘッドケア体験
の機会を提供するととも
に、
ヘッドケアに関する正し
い理解を促進し、心身の
健康増進に寄与する。

令和 8年
4月 1日 .

～ 令和
9年 3月
31日
(期 間
中、随時
実施 )

東京都内
を中心と
した地域
施設、イ
ベント会
場等。
(必要に
応じてオ
ンライン
を併用)

5名～10
名

地 域 住
民、働く
世代、高
齢者等

(不特定
多数)

250

ヘ ッドケアセ
ラ ピ ス ト育
成・支援事業

ヘ ツ ドグアを担 つ人7
が、安心・安全に活動でき
るよう、
基礎的な知識や倫理観を
重視 した人材育成を行
′】_

モレピストとしての技術
のみならず、
利用者への配慮や関わり
方、継続的な学びの重要
性を伝えることで、
社会的役割を担う人材の
育成を目指す

令和 8年
4月 1日
～ 令和
9年 3月
31日
(期 間
中、随時
実施 )

東京都内
の会場お
よびオン
ライン

3名 ～ 5
名

ヘッドケ
アに関心
を 持 つ
者、.活動
を希望す
る者

(不特定
多凌Ю

150

警彗
発・教

脳疲労、体思の重要性、ヘ

ッドケアの社会的意義に
ついて、
Webサイ トや資料等を通
じて情報発信を行 う。
正 しい情報提供により、
ヘッドケアヘの理解を深
め、
心身の健康に対する意識

・

向上を図る。

令和 8年
4月 1日
～ 令和
9年 3月
31日
_(期 間
中、随時
実施 )

イン
ネッ
(

サイ
SNS

夕・―

卜上
Web
卜、
1等 )

2名 ～ 4
名

一般市民 (不特
定

多数)
300



(2)その他の事業 (事業費の総費用【  250 】千円)
疋私に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)

寄附された物
品の販売事業

の 1目 的
た物 |

|に賛同する個人または団体から
品について、
販売を行い、その収益を本協会
のために活用する。
ては、営利を目的とするもので

に じ て

に
`,′

ヽ

の有効活用および資源の循環を図る

|を社会的ヘッドケア事業や人材
充当する。

令和 8年
4月 1日
～ 令和
9年 3月
31日
(期 間
中、必要
に応 じて
実施 )

東京都内
の会場、
イベント
会場、ま
たはイン
ターネッ
ト上

2名 ～ 4
名

50

ホームページ

事業 
告掲載

不 百に質 回す る企 栗・ 団体等 を
に

ブ)｀

の

運営するホームページ等において広
を行う。
にあたっては、
目的および公共性を損なわない内容

よび運営基盤の

令和 8年
4月 1日
～ 令 和
9年 3月
31日
(期 間
中、随時
実施

本協会が
運営する
ホームペ
ージ等

1名 ～ 3
名

200

の

る。



書式第 10号 (法第 10条・第 25条関係 )

令和8年度 活動予算書 (その他事業が塾五場合)
設立・定款変更用

ビスド

特定非営利活動に係る 業 その他
科 目

金   額 小計・合計 金   額 小計・合計
合計

正会員受取会費
個人会員受取会費  個人会員20名 × 年10,000円
団体会員受取会費  団体会員3団体 × 年30,000円
賛助会員 (個人・団体).5団 体

受取寄附金
施設等受入評価益

受取補助金

事業収益 寄附物品販売収入
事業収益 広告掲載収入
事業収益 (教材)29,800円 ×7

620,000 620,000

70,000
0

208,600

278.600 278,600

620 00( 278 6( 898

150,000

400,000 55.000 455,000
(1)ヘ ッドケア支援事業
(2)ヘ ッドセラピス ト育成 。支援事業

サイ ト運営管理費

減価償却費
管理・手数料

会場費
教材費

退職給付費用
福利厚生費

会場費・
2

2

給料手当
役員報酬

費
費
品
品
備
備

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

講師関連費
Web関連費
印刷・制作費
販売関連費
旅費交通費
施設等評価費用
減価償却費
印刷製本費
配送・保管費

地代家賃
旅費交通費

消耗品費
水道光熱費
通信運搬費

400. 55.00( 455.000

23,600 23,600

10,000

0

120,000
20,000
0

50,000

200.000

150,000

150,000 350,000

223 1 150 00( 373.60
523_ 205 828

・ 〔網 -3 73 70_000

過年度損益修正益

災害損失

当  期
′3 ―′3_000

(1)・昧 財 鷹 鴛 濾 補 ・(3)・ ・ 70.(

■□
70,000

■■■■■■

|

{

|

|

|

|

23,6∞

|

|



書式第 10号 (法第 10条 。第 25条関係)

令和9年度 活動予算書 (その他事業がぬ五場合)
設立・定款変更用

特定非営利活動に係る事業 その他事業
科 日

金   額 小計・合計 金   額 小計・合計
合計

正会員受取会費
個人会員受取会費  個人会員40名 × 年10,000円
団体会員受取会費  団体会員5団体 × 年30,000円
贅助会員 (個人・団体).5団 体

受取利息

受

4

受 附金

施設等受入評価益

事業収益 寄附物品販売収入
事業収益 広告掲載収入
事業収益 (教材)29,800円 ×10

180,000
400,000
150,000
150,000

880.000 880,000

70,000
0

298,000

308.000 368,000

880 358 1 248(

(1)ヘ ッドケア支援事業
(2)ヘ ッドセラピスト育成 。支援事業

役員報酬
退職給付費
福利厚生費

配送・保管費

福利厚生費

1

給料手当

用

1

役員報酬
給料手当
退職給付費用

施設等評価費用
減価償却費
印刷製本費

会場費
会場費 備品費

2

消耗品費
水道光熱費
通信運搬費 サイ ト運営管理費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費
管理・手数料

教材費
講師関連費
Web関連費
印刷 。制作費
販売関連費
旅費交通費

300,000

250,000
150,000

7∞ ,∞0
0
0
0

0
0

0

50,000

55,000

5,000

755,000

700. 55.00( 755.000

23,000 23,000

10,000

0

120,000
20,000
0

50,000

200,000

200,000

200,000 400,000

223.00( 200 423.

923 255 1 178
額 A -48 000 11l oor 70.000

過年度損益修正益

〕】

災

』 滅 C D ②

理 113 00( 1130(
(1)+C)+(3)・

70,000

■■■■■■■■■■■■

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

23,0001

・・・ OD

|



書式第 6号 (法第 10条関係)
設   立   用

NPO法人日本ヘッドケアセラピス ト協会 設立趣旨書
【背景・現状】

現代社会は、かつてないほどの情報過多・ストレス社会・孤独化の傾向が強まつており、心と身体のバ

ランスを崩す人が年々増加しています。特に、スマートフォンやデジタル機器の長時間使用、働き方の多

様化、夜型生活の定着等により、「慢性的な脳疲労・睡眠障害 0自律神経の乱れ」に悩む方が急増してい

ます。また、女性の就業率は高まる一方で、育児や介護との両立、経済的な自立等、心身への負荷が大き

く、リラクゼーションケアや心の安定を求める声は社会全体で高まっています。

私たちはこれまで、サロンやスクール事業を通じて、こうした悩みを抱える多くの方々と接してきまし

た。その中で感じたのは、“療し'を求める人のニーズは確実にあるにもかかわらず、それを担う『人材」

と「社会的認知」がまだまだ足りないという現実でした。

【問題】

o ヘッドスパやセラピーを『単なる贅沢品」と誤解されているため、必要な人に届きづらい

・  実践的な技術とホスピタリティを備えた専門人材 (ヘッドセラピスト等)の育成・支援体制が不十
分

・  女性のキャリア形成・子育て中の働き方支援においても、「癒しの仕事」をライフキャリアの選択肢
として制度的に支える仕組みが少ない

o 高齢者・障がい者・ひとり親など、サロンに行けない方への施術・訪問型支援などが限定的

【あるべき姿】

・ 心と身体に深く寄り添う「ドライヘッドスパ」「セラピー」を、社会福祉・教育 0地域活動に組み込
める仕組みを整える

・ 専門技術XホスピタリティX社会貢献を融合した「美眠セラピスト」等の人材育成と社会的認知向上
o 年齢やライフステージに関係なく、女性や未経験者も安心して「癒しの仕事」に就けるキャリアパ
スの創出

o 脳疲労・不眠・孤独等に悩む人が、自宅や施設でも安心してケアを受けられるように、地域福祉や
医療との連携も図る

【法人格取得の目的】

このような取り組みを継続的 0社会的に展開していくためには、任意団体では限界があると感じまし

た。

特定非営利活動法人として法的な人格を取得することで、

o 自治体や福祉施設、教育機関との連携 0信頼性の向上
o 助成金・補助金・協賛等の制度活用や資金調達
o 地域や企業との協働プロジェクトの展開
が可能となり、より多くの人へ確かな形で価値を届けられると考えています。
「癒し」が特別な人だけのものではなく、社会全体のインフラとなる未来を目指して

一
その第一歩として、私たちは特定非営利活動法人を設立いたします。



令和 8年  2 月   19日

設立代表者

氏名  大野木 宏太




